
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  情報基盤強化税制の FAQ 

Ｑ：情報基盤強化税制のFAQが公表された

そうですが、どのような内容がのっているの

ですか？  

 

Ａ：全33問でこの税制の概要がわかるもの

となっています。 

【解説】 

情報基盤強化税制とは、対象となる設備を

取得した場合に、①取得価額の7%相当額の税

額控除、または②35%相当額の特別償却が認め

られる制度で、本年度の改正では、資本金１

億円以下の会社の取得価額要件を300万円か

ら70万円に大幅に引き下げられたほか、適用

対象設備に企業間を結ぶ連携ソフトウェアが

追加されたところです。 

経済産業省では、このほど、概要やこれら

の改正を盛り込んだFAQとパンフレットを公

表しました。入手先は次のサイトです。 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy

/zeisei/index.html 

FAQは、「適用対象について」「取得価額要

件等について」「対象資産について」「税額

控除・特別償却について」など33問が掲載さ

れており、パンフレットについては、資本金

10億円超の法人の適用限度額を超えた場合の

特別償却の方法や、資本金１億円以下の法人

が改正時期を跨いだ事業年度で対象設備を取

得した場合の取得価額要件などが載せられて

います。 

また、情報処理推進機構からは連携ソフト

ウェアの適用要件である評価第１号も公表さ

れています。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００８年）平成２０年  月曜日  月９  ２ 日 ２

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

3 6 0 5  

号  

   

（ ２ - ２ ）  

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/zeisei/index.html
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/zeisei/index.html

